
 

【拠点等の対象者像】
　・一時避難的な居住の確保が早急に必要な方又は早急に確保する必要性が認められる方
　・現在支援機関からの支援を受けていない方又は現在支援を受けているものの現支援体制のみでは支えていくことが困難な方
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既存ネットワーク（区自立支援協議会等）
（事例検討等を通じた困難ケースの共有）

本市における地域生活支援拠点等の整備イメージ（案）
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併設；緊急受け入れ施設
【短期入所・ﾚｽﾊﾟｲﾄ・ｼｪﾙﾀｰ等】

※主な役割はコーディネートであるが、緊急一時的に

利用できる居室やスペース等を有するものとする
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等々

路上生活者自立支援ホーム

連携

連携

協働支援

【情報共有のためのツール】
関係する支援機関・ネットワーク内を共通言語的につなぎ合わせるものとしてツール

を活用する。

※ツールは時系列（①緊急前（未然防止）→②緊急（緊急対応）→③緊急後（再発予

防））に、その時々で想定される支援のあり方や想定される対応期間等を障害特性等

でまとめ、その情報を各支援機関で共有できるものとする。

障害者支援施設

借家

県居住支援協議会との情報共有

地域生活支援拠点
（（区内の）既存の事業所・施設に専従の

コーディネーターを配置）

区役所

相談支援事業所

（指定特定）

相談支援事業所

（委託）

各支援機関・社会資源
（障福サ事業所、地域包括、

医療機関、民生委等）

 

【仙台市における地域生活支援拠点等の全体像】 
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